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宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、宇部市中小企業振興基本条例（平成２４年条例第１４号）第３条に掲

げる基本方針に基づき、市内企業が、Ｙ－ＢＡＳＥ宇部ブランチが実施するやまぐちＤＸ

推進拠点Ｙ－ＢＡＳＥの専門的知見やノウハウを補完することを目的としたハンズオン

支援を受けた、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を実現するための具体的な取

組に対して経費を補助することにより、中小企業の持続的発展と成長産業分野（医療・健

康、環境・エネルギー及び次世代技術（宇宙・バイオ等））への事業展開の促進を図るこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する

者 

（２）小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する者 

 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、市内に活動拠

点を有しており、今後も事業を継続する意思を有する中小企業者及び小規模企業者とする。 

 

（欠格事由） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象事業者となることができない。

（１）公序良俗に反する事業を行う者 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第

２条第１項各号に定める風俗営業等の事業を行う者 

（３）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の４

（同政令第１６７条の１１第１項において準用する場合も含む。）第１項に該当する者 

（５）本市から競争入札参加資格者の指名停止措置を受けている者 

（６）暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する法

人又は個人並びにそれらの利益となる活動を行う法人又は個人 

（７）市税の滞納がある者 

（８）前各号に掲げる者のほか、市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、成長産業分野

への事業展開を見据えて既存ビジネスの変革等を目指した先導的、先進的な取組又はデジ

タル環境整備など事業者の業務効率化に関する取組とし、第８条第１項に規定する交付決

定日以降に着手し、当該年度の２月末日までに完了する事業とする。ただし、国・県その

他の公的機関から補助金等の交付を受ける事業は対象外とする。 

 

（補助金の額等） 

第６条 市長は、予算の範囲内において補助金の額を決定する。 
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２ 前項の規定における補助金の額の算定において、補助金区分、補助率、補助上限額、補

助申請下限額は別表１、補助対象経費及び補助対象外経費は別表２のとおりとする。 

３ 前項の規定により算出された補助金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数

の金額を切り捨てる。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、宇部市中小企業等ＤＸ推進事業

費補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならな

い。 

 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請書が提出された場合は、その内容を審査の上、

適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金交

付決定通知書（様式第２号）により、当該交付申請をした補助対象事業者に通知するもの

とする。 

２ 前項の審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、宇部市中小企

業等ＤＸ推進事業費補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、当該交付申請をした

補助対象事業者に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の決定に際して、必要な条件を付することができる。 

 

（補助事業の内容変更等） 

第９条 前条第１項の規定により補助金の交付決定通知を受けた補助対象事業者（以下「補

助事業者」という。）が当該決定に係る事業（以下「補助事業」という。）の内容を変更し

ようとするときは、あらかじめ、宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金変更交付申請書

（様式第４号）に変更内容が確認できる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければ

ならない。ただし、前条に規定する交付決定通知書に記載された補助金交付決定額のうち

２０パーセント以内の減額の変更をする場合で、かつ、次に定める軽微な変更については、

この限りでない。 

（１）補助対象経費の目的を実質的に変更するものでない場合 

（２）補助事業の目的に影響のない程度の事業計画の細部を変更する場合 

２ 市長は、前項の規定による変更申請書が提出された場合は、その内容を審査の上、適当

と認めるときは、宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金変更交付決定通知書（様式第５

号）により、当該変更申請をした補助事業者に通知するものとする。ただし、変更後の補

助金交付決定額は、前条第１項に規定する交付決定通知書に記載された補助金交付決定額

を超えないものとする。 

３ 前項の審査の結果、申請内容の変更が適当でないと認めるときは、宇部市中小企業等Ｄ

Ｘ推進事業費補助金変更不承認通知書（様式第６号）により、当該変更申請をした補助対

象事業者に通知するものとする。 

４ 市長は、第２項の決定に際して、必要な条件を付することができる。 

 

（補助事業の中止） 

第１０条 補助事業者は、やむを得ない理由により補助事業を中止しようとするときは、速

やかに宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金中止届（様式第７号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

 

（補助事業の実績報告） 
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第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から３０日以内又は当該補助

金の交付を申請する日が属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、宇部市中小企業

等ＤＸ推進事業費補助金実績報告書（様式第８号）に必要な書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査の上、補助金の

交付決定（第９条第２項による場合を含む。）の内容及びこれに付した条件に適合するも

のと認めるときは、当該交付決定額の範囲内で補助金の額を決定し、宇部市中小企業等Ｄ

Ｘ推進事業費補助金確定通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１３条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けた後、補助金の交付を

受けようとするときは、速やかに宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金交付請求書（様

式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により請求書が提出された場合は、その内容を審査の上、適正と認

めるときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。 

 

（補助金交付決定の取消） 

第１４条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金の交付決定を取り消

したときは、宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金交付決定取消通知書（様式第１１号）

により、補助事業者に通知するものとする。 

（１）虚偽の申請若しくは報告又は不正行為により補助金の交付を受けたとき。 

（２）第１０条の規定により、補助事業を中止したとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途へ使用したとき。 

（４）この要綱又は補助金の交付決定（第９条第２項による場合を含む。）の内容若しくは補

助金の交付に関して付した条件に違反したとき。 

（５）その他市長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。 

２ 前項の規定は、第１２条の規定により補助金の額を確定した後においても適用するもの

とする。 

 

（補助金の返還） 

第１５条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

当該取消に係る部分に関して既に補助金を交付しているときは、宇部市中小企業等ＤＸ推

進事業費補助金返還命令書（様式第１２号）により、補助事業者に交付した補助金の全部

又は一部の返還を命じるものとする。 

 

（遅延利息） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合において、当該返還すべき

金額を指定した期日までに補助事業者が納付しなかったときは、宇部市財務規則（昭和４

４年規則第４号）の定めに従い、督促状を補助事業者に発するものとする。 

２ 前項の規定により督促を受けた補助事業者は、督促で指定された期限（以下「指定期限」

という。）までに納付しなかったときは、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ

て、宇部市延滞金の徴収に関する条例（昭和３９年条例第５７号）に定める利率により計

算した額を遅延利息として納付しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情が
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あると認めたときは、遅延利息の全部又は一部を免除することができる。 

 

（帳簿等の整備） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業の

完了した日の属する年度の終了後５年間、これらを保存しなければならない。 

 

（報告及び調査） 

第１８条 補助事業者は、当該補助金を交付された日が属する決算期の翌期から３決算期ま

での間、各決算期経過後４か月以内に、宇部市中小企業等ＤＸ推進事業費補助金状況報告

書（様式第１３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、市長が当該補助事業に関する調査を行う場合は、その調査に協力しなけ

ればならない。 

 

（財産の処分） 

第１９条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を

受けずに、当該財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、

廃棄し、及び担保に供してはならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の全部若しくは一部を返納し、又は減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数を経過した場合

は、その他やむを得ない理由によりあらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでな

い。 

 

（成果の発表） 

第２０条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に成果の発表を求めることがで

きる。 

 

（その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年５月１５日から施行する。 

２ 宇部市ＩｏＴ・ＡＩ・５Ｇ活用補助金交付要綱は廃止する。 

 

    附 則 

  この要綱は、令和６年６月５日から施行する。 

 

    附 則 

  この要綱は、令和７年５月１日から施行する。 
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別表１（第６条関係） 

補助金区分 補助率 補助上限額 補助申請下限額 

ＤＸモデル枠 補助対象経費の 2/3以内 4,000千円 1,000千円 

一般枠 補助対象経費の 2/3以内 1,000千円   300千円 

※補助金の交付については、１補助対象事業者当たり１年度１回とする。 

 

別表２（第６条関係） 

１ 補助対象経費は次のとおりとする。 

経費区分１ 経費区分２ 内容 

物品費 

工事費 
機械装置等の製作・設置に必要な工事費並びに電気工事に要

する経費 

機械装置製作・

購入費 
機械装置の製作又は購入に要する経費 

保守・委託費 機械装置の保守又に要する経費 

その他経費 

外注費 データ分析、ソフトウェア、設計等の請負外注に要する経費 

コンサルティ

ング費 

外部専門家等から技術的指導を受ける場合に要する経費（謝

金、旅費等） 

通信運搬費 運搬料、宅配・郵送料等 

使用料 クラウド利用料やソフトウェア利用料 

その他 市長が必要と認める経費 

※月額払い等となる経費は、交付決定日の翌月から事業完了の属する月までの経費を対象

とする。 

２ 補助対象外経費は次のとおりとする。 

経費区分 内容 

１の経費区

分の全てに

適用 

補助金の交付決定日前に発注し、購入し、若しくは契約し、又は補助事業の

期間終了後に納品、検収等を実施したもの 

事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料及び光熱水費 

電話代、インターネット利用料金等の通信費（クラウド利用費に含まれる附

帯経費を除く。） 

汎用性があり、目的外使用となり得るもの（事務処理用の PC関連、スマート

フォン、タブレット端末、プリンタ、デジタル複合機等） 

事務用品等の消耗品費、雑誌購読料、新聞代及び団体等の会費 

飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用 

自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用並びに不動産の購入費 

税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴

訟等のための弁護士費用 

公租公課（消費税及び地方消費税等） 

補助金事業計画等の書類作成及び送付に係る費用 

中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費 

設置場所の整備工事又は基礎工事に係る費用 

その他公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費 

 


